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峡北地域広域水道企業団女性活躍推進に関する特定事業主行動計画 

 

 

１ 趣 旨 

  少子高齢化に伴い労働者不足の加速化が予想されている我が国においては、女

性の潜在的能力の活用が求められる一方、産業構造の変化により多様な人材を活

用すべしとする機運が高まっています。 

  国では、これらに対応するため、「男女雇用機会均等法」、「育児休業法」、「次

世代育成支援対策推進法」等が制定され、仕事と家庭の「両立支援」や男女の

「雇用機会の均等化」が推進されて来ましたが、女性活躍の推進の効果は十分に

発揮されていない状況です。 

  このような状況を踏まえ、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力

ある社会の実現を図るため、平成２７年８月に「女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律」が制定されました。 

  当企業団においては、男性職員による育児・介護への参加の推進や長時間労働

の是正等を踏まえた上、全ての女性職員に対し、個々の生活環境及び能力に応じ

た多様かつ柔軟な職務機会を付与するため、新たに「峡北地域広域水道企業団女

性活躍推進に関する特定事業主行動計画」（以下「行動計画」という。）を策定す

ることとする。 

  この行動計画は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７

年法律第６４号。以下「法」という。）第１９条に基づき、峡北地域広域水道企

業団企業長が策定する特定事業主行動計画である。 

 

２ 計画期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間 

 

３ 女性活躍推進に向けた体制整備 

 ⑴ 女性職員の登用・採用 

   女性職員に対する職員研修を積極的に推進し、管理職としての候補者の養成

を図る。 

 ⑵ 女性職員のキャリア形成支援 

   職員の各種研修については、男女の区別なく積極的に参加を促し、中長期的

な視点による人材育成を図る。 

 ⑶ 女性職員の継続勤務支援 

   育児・介護等により時間的制約がある職員であっても、その能力を十分に発

揮することができるよう、多様かつ柔軟な職務選択の機会を付与し、女性職員

の継続勤務を確保する。 
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４ 現状把握の条件 

   以下の５及び６において現状把握を行うに当たっては、次の条件に基づいて

算出するものとする。 

  ① 構成市からの派遣職員（事務局長、事務局次長）及び企業団における再任

用職員（短時間勤務職員を含む。）は、職員としてカウントするものとする。 

  ② 嘱託職員（構成市退職者）及び地方公務員法第２８条の６の規定に基づく

構成市再任用職員は、職員としてカウントしないものとする。 

 

５ 内閣府令第６１号第２条に基づく現状把握 

 ⑴ 女性職員の新規採用割合 

H３０ R１ R２ R３ R４ 

― ― ― ― ５０％ 

  ＊ 「－」は、採用試験未実施を表す。 

 

 ⑵ 離職率の男女差 

 H３０ R１ R２ R３ R４ 

男 性 0％ 0％ 0％ ０％ ０％ 

女 性 0% 0% 0% ０％ ０％ 

 

 ⑶ 職員 1 人当たりの時間外勤務の平均時間 

  ① 平成３０年度 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

男性 1.42 0 2.54 0.89 1.03 6.35 0 2.03 0.36 

女性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

月 1 2 3 

男性 1.69 0 3.39 

女性 0 0 0 

 

  ② 令和元年度 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

男性 1.36 2.48 2.50 1.92 0.89 3.21 9.06 1.36 4.03 

女性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

月 1 2 3 

男性 0.48 1.00 0 

女性 0 0 0 
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  ③ 令和２年度 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

男性 1.82 0.94 1.60 1.44 0.82 0.19 1.50 3.32 2.94 

女性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

月 1 2 3 

男性 0.22 1.72 0.25 

女性 0 0 0 

 

  ④ 令和３年度 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

男性 3.54 2.80 1.55 1.32 0.80 1.96 1.41 2.07 2.54 

女性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

月 1 2 3 

男性 1.00 0 0 

女性 0 0 0 

 

  ⑤ 令和４年度 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

男性 1.65 1.04 3.29 1.97 2.17 0.93 0.75 1.54 3.15 

女性 0 0 0 0.75 0 0 0 0 0 

 

月 1 2 3 

男性 0.15 3.18 1.45 

女性 0 6 0 

 

 ⑷ 女性管理職の割合 

 H３０ R１ R２ R３ R４ 

全管理職員中 0％ 0% 0% ０％ ０％ 

 

 ⑸ 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

 局長級 課長級 補佐級 リーダー 

H30 0％ 0％ 0％ 0％ 

R1 0％ 0％ 0％ 0％ 

R2 0％ 0％ 0％ 0％ 

R3 ０％ ０％ ０％ ０％ 

R4 ０％ ０％ ０％ ０％ 
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 ⑹ 男女別の育児休業取得率 

 H30 R1 R2 R3 R4 

男性 0% 0% 0% ０％ ０％ 

女性 0% 0% 0% ０％ ０％ 

 

 ⑺ 男性職員の配偶者出産休暇等の取得率 

 H30 R1 R2 R3 R4 

配偶者出産休暇 0％ 100% 0% 100％ 100％ 

育児参加休暇 0％ 0% 0% 10０％ 0％ 

  ＊ 「－」は、該当者がいないことを表す。 

 

６ 必要に応じて把握する項目 

 ⑴ 採用試験受験者に占める女性割合 

H30 R1 R2 R3 R4 

― － － 33.3％ ― 

  ＊ 「－」は、採用試験未実施を表す。 

 

 ⑵ 職員に占める女性職員の割合 

H30 R1 R2 R3 R4 

3.44% 3.44％ 3.44％ 3.44％ 6.90％ 

 

 ⑶ 年次有給休暇の取得率 

 H30 R1 R2 R3 R4 

男性 23.3% 20.7% 20.1% 26.2％ 21.2％ 

女性 23.1% 41.1% 35.6% 34.8％ 29.3％ 

 

７ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標 

  女性職員の活躍を推進するため、企業団では次のとおり目標を設定する。 

 ⑴ 女性職員の採用 

   令和７年度まで、全体に占める女性職員の割合（３．０％以上）を維持す

る。 

 ⑵ 年次有給休暇の１人当たりの平均取得日数を、令和７年度までに１０日以上

に引き上げる。 

 ⑶ 男性職員の育児参加休暇の取得促進 

   令和７年度までに、当該制度の該当男性職員中の育児参加休暇の取得者を５

０％以上に引き上げる。 

 ⑷ 超過勤務時間の１人当たりの月平均時間を、令和７年度まで、継続的に月２

０時間以内とする。 
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８ 女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取り組み及び実施 

  上記６で掲げた目標の達成に向け、次に掲げる取り組みを実施する。 

 ⑴ 女性職員の採用 

   令和１２年度までに、女性職員を１名以上採用する。 

 ⑵ 女性職員の人材育成 

   女性職員を対象とする研修等への参加を推進する。 

 ⑶ 男性職員の育児参加休暇の取得促進 

   令和７年度までに、男性職員の育児参加休暇取得促進に向けた周知を図る。 
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職員の給与の男女の差異の情報公表 

 

特定事業主名：峡北地域広域水道企業団 

 

１．全職員に係る情報 

   

２．任期の定めのない常勤職員に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

  ※ 地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で

定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。 

 ⑴ 役職段階別 

役職段階 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

局長・次長相当職 ― 

課長相当職 ― 

課長補佐相当職 ― 

係長相当職 ― 

 

 ⑵ 勤続年数別 

勤続年数 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

３６年以上 ― 

３１～３５年 ― 

２６～３０年 ― 

２１～２５年 ― 

１６～２０年 ― 

１１～１５年 ― 

６～１０年 ― 

１～５年 ９７．７  ％ 

 

【説明欄】 

 男女の給与の差異欄の「―」は、その区分に女性の職員がいないため、男女の給

与の差異を算出することが不可能であることを表す。 

※ 勤続年数は、採用年度を勤続年数１年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。 

職員区分 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

任期の定めのない常勤職員 ４２．４  ％ 

任期の定めのない常勤職員以外の職員 ― 

全職員 ３２．０  ％ 


